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　　m一　mh　　＿一
は
じ
め
に

金
融
制
度
改
革
論
議
の
背
景

金
融
制
度
改
革
法
案
の
内
容

金
融
制
度
改
革
後
の
規
制

お
わ
り
には

じ
め
に

　
米
国
に
お
い
て
は
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
は
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
（
O
一
望
。
ロ
の
一
m
い
け
Φ
日
電
　
㊤
障
跨
O
け
）
及
び
銀
行
持
株
会

社
法
（
b
d
鎧
与
国
。
類
語
o
q
O
o
唐
題
団
b
o
け
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
こ
れ
ら
の
分
離
規
定
を
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
と

の
見
解
が
銀
行
業
界
か
ら
強
力
に
主
張
さ
れ
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
も
分
離
規
定
の
修
正
を
求
め
る
法
案
が
提
出
さ
れ
、
審
議
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
。
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説
き△・

広田

　
本
稿
は
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
規
定
を
め
ぐ
り
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
論
議
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
Q

以
下
で
は
、
ま
ず
、
一
　
に
お
い
て
、
米
国
金
融
制
度
の
根
幹
を
な
す
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
規
制
の
見
直
し
が
提
唱
さ
れ
る
に

至
っ
た
状
況
を
概
観
す
る
。
続
い
て
、
二
　
に
お
い
て
、
連
邦
上
院
及
び
下
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
法
案
の
内
容
を
検
討
し
、
銀
行
の

証
券
業
務
参
入
に
つ
い
て
の
議
会
の
見
解
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
三
　
に
お
い
て
、
分
離
規
定
撤
廃
後
に
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
各
種

規
制
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
金
融
制
度
改
革
論
議
の
背
景

　
（
一
）
　
米
国
に
お
い
て
は
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
が
近
年
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
両
業
務
の

分
離
規
定
を
撤
廃
な
い
し
緩
和
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
お
い
て
は
次
の
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
政
策
の
基
本
を
定
め
る
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
制
定
趣
旨
に
関
す
る
疑
問
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
同
法
は
一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
及
び
そ
れ
に
続
く
金
融
恐
慌
の
後
、
一
九
三
三
年
に
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
立
法
の
一
つ
と
し
て

制
定
さ
れ
た
。
当
時
の
議
会
は
、
金
融
恐
慌
の
原
因
解
明
の
た
め
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
一
九
二
〇
年
代
の
銀
行
に
よ
る
証
券
業

務
が
、
そ
の
主
た
る
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
、
銀
行
か
ら
証
券
業
務
を
分
離
す
る
決
定
を
行
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
会
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
時
の
金
融
恐
慌
の
原
因
は
、
米
国
銀
行
構
造
の
欠
陥
に
あ
り
、
銀
行
が
証
券
業

務
を
行
っ
た
こ
と
が
直
接
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
当
時
十
分
な
監
督

が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
経
営
能
力
に
欠
け
る
弱
小
銀
行
が
多
数
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
経
済
状
態
の
悪
化
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
銀
行

倒
産
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
が
銀
行
の
連
鎖
倒
産
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
銀
行
の
流
動
性
に
つ
い
て
の
連
邦
準
備
制
度
の
政
策
の
誤
り
が
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

態
を
深
刻
化
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
議
会
で
は
「
ペ
コ
ラ
委
員
会
」
（
H
V
Φ
O
O
肖
帥
　
〔
｝
0
5
P
5
P
一
け
叶
①
Φ
）
と
よ
ぼ
れ
る
小
委
員
会
に
よ
る
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米国金融制度改車論議の検討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

調
査
が
行
わ
れ
、
証
券
業
務
に
関
す
る
銀
行
の
不
正
行
為
が
公
衆
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
世
論
に
対
処
す
る
た
め
に
、
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

会
は
、
銀
行
の
証
券
業
務
に
つ
い
て
大
改
革
を
行
う
必
要
性
に
追
ら
れ
て
い
た
と
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
ペ
コ
ラ
委
員
会
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
不
正
行
為
は
銀
行
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ら
の
行
為
は
そ
の
後
に

制
定
さ
れ
た
証
券
諸
法
及
び
銀
行
規
制
に
よ
り
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
銀
行
か
ら
証
券
業
務
を
完
全
に
分
離
す
る
理
由
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
不
正
行
為
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
と
同
時
期
に
、

証
券
市
場
に
お
け
る
不
正
行
為
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
三
三
年
証
券
法
（
ω
Φ
o
霞
ま
Φ
ω
b
g
o
h
お
ω
ω
）
及
び
一
九
三
四

年
証
券
取
引
所
法
（
ω
①
o
焉
莚
①
ω
国
蓉
冨
罐
。
》
9
0
h
お
ω
ム
）
が
制
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
銀
行
に
よ
る
系
列
会
社
へ
の
不
正
貸
付
を
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

止
す
る
た
め
に
連
邦
準
備
法
（
国
①
Ω
Φ
吋
僧
正
　
國
①
㎝
Φ
轟
く
Φ
　
㌧
r
Φ
け
）
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
で
は
、
一

九
三
〇
年
代
の
金
融
恐
慌
を
反
省
材
料
と
し
て
、
連
邦
預
金
保
険
公
社
の
設
立
に
よ
り
、
預
金
者
保
護
制
度
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
制
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
弊
害
の
排
除
は
、
銀
行
か
ら
証
券
業
務
を
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、
銀
行
に
証
券
業
務
を
認
め

な
が
ら
規
制
に
よ
り
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
二
）
　
第
二
に
、
銀
行
に
よ
る
証
券
業
務
参
入
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
に
よ
る
と
、
現
在

の
証
券
市
場
は
寡
占
状
態
に
あ
り
、
銀
行
の
参
入
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
競
争
が
促
進
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
引
受
コ
ス
ト
の
軽
減
等
顧
客

の
利
益
が
増
進
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ぎ
く
霧
白
Φ
暮
U
⑦
巴
Φ
聴
δ
∪
碍
㊦
警
に
よ
る
と
、
一
九
八
七
年
度
に
お
い
て
は
、
上
位
五
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

証
券
会
社
が
引
受
で
占
め
る
割
合
は
、
普
通
株
式
で
四
六
・
四
％
、
優
先
株
式
で
六
四
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
寡
占
の
度
合
は

収
益
の
独
占
と
い
う
観
点
か
ら
も
指
摘
さ
れ
、
例
え
ば
上
位
二
五
社
の
証
券
会
社
の
収
益
が
一
九
八
三
年
時
点
で
全
体
の
七
六
％
と
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

二
年
前
の
一
九
七
一
年
の
五
三
％
か
ら
急
激
に
増
大
し
て
い
る
統
計
が
存
在
す
る
。

　
証
券
市
場
の
寡
占
状
態
解
決
に
銀
行
に
よ
る
参
入
が
効
果
が
あ
る
と
の
論
拠
と
し
て
、
地
方
債
市
場
の
状
況
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
地

22915巻3・4合併号



三論

方
自
治
体
が
発
行
す
る
債
券
に
は
、
税
収
入
を
財
源
と
す
る
一
般
財
源
債
（
ひ
q
①
昌
霞
巴
。
巨
巌
韻
脚
。
霧
）
と
、
公
共
事
業
等
の
特
定
事
業
で

の
収
入
を
財
源
と
す
る
特
別
財
源
債
（
お
く
Φ
壼
。
ぴ
。
頃
留
）
が
存
在
す
る
。
銀
行
は
、
前
者
の
一
般
財
源
債
に
つ
い
て
は
グ
ラ
ス
艮
ス
テ

ィ
ー
ガ
ル
法
に
よ
り
引
受
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
特
別
財
源
債
に
つ
い
て
は
引
受
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

（
8
）

る
。
こ
れ
ら
両
地
方
債
の
引
受
業
務
に
は
、
銀
行
の
参
入
の
有
無
に
よ
り
寡
占
状
態
に
相
違
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
八
七
年
度
に
お
い
て
、
上
位
五
社
に
よ
る
引
受
の
割
合
は
、
銀
行
の
参
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
特
別
財
源
債
に
お
い
て
は
四
二
・

三
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
銀
行
が
参
入
を
認
め
ら
れ
て
い
る
一
般
財
源
債
に
お
い
て
は
三
一
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
銀
行
参
入
の
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

果
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
こ
れ
で
あ
る
Q

　
（
三
）
　
以
上
の
理
由
を
背
景
に
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
規
制
に
つ
い
て
撤
廃
ま
た
は
緩
和
を
主
張
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
最
後
に
、
第
三
に
、
特
に
銀
行
業
界
よ
り
証
券
業
務
参
入
の
認
可
が
強
力
に
要
請
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
最
近
の
金
融
市

場
の
変
化
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
銀
行
は
、
公
衆
に
対
し
て
預
金
と
い
う
資
金
運
用
及
び
決
済
勘
定
の
手
段
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
企
業
に
対
し
て
資
金
の
貸
付
と
い

う
資
金
調
達
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
こ
れ
ら
の
両
業
務
に
お
い
て
銀
行
の
果
た
す
役
割
が
後
退
す
る
と
い
う
現
象
が

生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
マ
ネ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
フ
ァ
ン
ド
等
の
銀
行
預
金
以
外
の
貯
蓄
手
段
を
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す
る
機
関
が
現
れ
、
個
人
貯
蓄
の
流
れ
が
預
金
か
ら
こ
れ
ら
の
商
品
へ
と
移
行
す
る
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
貸
付
市
場
に
お
い
て
も
、
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
代
表
さ
れ
る
短
期
証
券
市
場
の
成
長
に
よ
り
、
企
業
は
間
接
金
融
か
ら
直
接
金
融
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
（
1
1
4

て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
非
金
融
機
関
に
よ
る
短
期
借
入
れ
に
お
い
て
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ベ
ー
パ
ー
の
発
行
が
占
め
る
割
合
は
、
一
九

六
五
年
に
一
・
三
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
八
六
年
に
は
コ
・
八
％
へ
と
増
加
し
た
の
に
対
し
て
、
商
業
貸
付
が
占
め
る
割
合
は
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

五
・
八
％
か
ら
五
四
・
○
％
に
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
受
信
業
務
及
び
与
信
業
務
の
後
退
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
銀
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行
は
、
収
益
源
を
他
に
求
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
証
券
業
務
へ
の
参
入
が
企
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
諸
要
因
が
結
合
し
て
、
銀
行
に
よ
る
証
券
業
務
認
可
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
論
議
は
、
連
邦
議
会
に

持
ち
込
ま
れ
、
上
下
両
院
に
お
い
て
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
を
修
正
す
る
有
力
法
案
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
事
態
は
進
展
し
た
の
で

あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
上
下
両
院
の
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

米国金融制度改革論議の検討

（
1
）
　
銀
行
業
界
よ
り
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
廃
止
を
提
唱
す
る
も
の
に
、
鯨
．
℃
’
寓
。
磧
碧
俸
O
o
こ
図
雲
甑
昌
匹
昌
o
q
O
壁
。
。
。
。
あ
け
①
帥
o
q
9
。
＝
（
一
⑩
。
。
轟
）
、

　
　
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
ル
ガ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
」
が
あ
る
。
同
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
千
田
純
一
「
銀
行
・
証
券
の
業
際
聞
書
に
関
す
る
覚

　
　
書
ー
モ
ル
ガ
ン
報
告
と
S
I
A
報
告
に
寄
せ
て
一
」
経
済
・
経
営
の
構
造
変
化
と
対
応
策
（
水
野
正
一
聾
T
h
・
ダ
ム
ス
編
、
昭
和
六
二
年
）
、

　
　
西
篠
信
弘
「
米
国
に
お
け
る
銀
行
・
証
券
垣
根
問
題
の
論
点
i
モ
ル
ガ
ン
・
S
I
A
両
レ
ポ
ー
ト
と
そ
の
背
景
l
」
資
本
市
場
五
号
（
昭
和
六
一

　
　
年
）
参
照
。

（
2
）
　
当
時
の
銀
行
に
よ
る
不
正
行
為
に
つ
い
て
は
、
川
口
恭
弘
「
銀
行
の
証
券
業
務
一
1
9
3
3
年
銀
行
法
制
定
前
後
の
事
情
」
証
券
研
究
（
日
本

　
　
証
券
経
済
研
究
所
）
七
三
巻
一
六
二
頁
以
下
（
昭
和
五
九
年
）
参
照
。

（
3
）
　
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
制
定
の
理
由
と
し
て
こ
の
見
解
を
主
張
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
い
碧
0
9
Φ
＜
o
o
国
賞
ω
鼠
ε
8
昌
O
ヶ

　
　
。
。
巳
①
8
琴
Φ
碧
山
昏
Φ
む
象
。
一
巴
諄
0
8
ω
ω
“
臼
口
寄
≦
駐
。
受
話
切
。
囲
①
o
h
菩
の
O
o
葺
け
の
ぎ
煽
巴
㊤
巴
b
づ
き
窪
窪
図
Φ
α
q
巳
舞
一
〇
p
。
。
切

　
　
寓
H
Ω
口
・
U
．
淘
国
く
・
①
N
9
8
切
（
お
。
。
N
）
参
照
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
囚
①
圃
ζ
塑
O
o
鐸
臣
。
畠
o
h
一
塁
Φ
村
Φ
警
”
降
『
⑩
ぴ
身
9
。
一
≦
①
≦
ぎ
U
男
国
Q
自
亀
2
Ω
≦
き
び
ω
舅
国
会
（
H
・
≦
巴
け
興
Φ
仙
・
お
。
。
α
）
参

　
　
照
。

（
5
）
　
同
条
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
一
川
口
恭
弘
「
銀
行
業
と
証
券
業
を
め
ぐ
る
利
益
相
反
問
題
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
（
大
阪
証
券
取
引

　
　
所
）
三
九
巻
六
号
一
一
三
頁
（
昭
和
六
一
年
）
参
照
。
な
お
、
一
九
八
七
年
、
競
争
衡
平
銀
行
法
（
O
o
ヨ
冨
鼻
嘗
⑩
国
ρ
舞
土
工
切
き
臨
昌
騎
b
9
）

　
　
に
よ
り
連
邦
準
備
法
に
二
三
B
条
が
追
加
さ
れ
、
系
列
会
社
へ
の
信
用
供
与
規
制
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
川
口
恭
弘
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「
米
国
銀
行
持
株
会
社
法
と
そ
の
規
制
回
避
の
論
理
ー
ノ
ン
・
バ
ン
ク
・
バ
ン
ク
問
題
を
中
心
と
し
て
－
広
証
券
経
済
（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
）

　
　
一
六
三
号
一
六
五
頁
（
昭
和
六
三
年
）
照
参
。

（
6
）
　
O
o
唐
躇
澤
け
Φ
o
O
5
貫
目
騨
β
吋
貯
o
q
田
鼠
0
5
0
腱
ぽ
眸
帥
昌
α
d
げ
げ
帥
詳
臥
龍
勲
冒
ω
矯
ω
Φ
⇔
9
σ
け
⑦
幻
Φ
弓
。
唇
頭
。
・
δ
0
1
ω
0
9
岱
け
一
轟
（
お
c
Q
Q
Q
）
●
こ
の
レ
ポ
ー
ト

　
　
は
、
上
院
が
昭
和
六
三
年
三
月
に
可
決
し
た
一
九
八
八
年
金
融
近
代
化
法
案
に
つ
い
て
の
上
院
の
報
告
書
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ω
．
菊
魯
。
巨
と

　
　
し
て
引
用
す
る
。

（
7
）
9
℃
．
竃
。
嶺
き
る
暮
話
ま
け
①
ご
9
。
e
ω
ゴ

（
8
）
　
銀
行
に
よ
る
特
別
財
源
債
の
引
受
と
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
目
川
口
恭
弘
「
銀
行
業
務
と
証
券
業
務

　
　
の
交
錯
－
米
国
1
9
3
3
年
銀
行
法
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
l
」
（
上
）
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
三
八
巻
二
号
二
六
頁
（
昭
和
六
〇
年
）
参
照
。

（
9
）
　
G
Q
・
ゆ
8
0
罫
m
暮
雲
昌
9
①
9
鱒
け
一
ム
・
同
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
国
。
詳
彗
①
十
五
〇
〇
社
の
う
ち
七
七
％
の
会
社
が
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法

　
　
の
改
正
に
賛
成
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
地
方
債
の
引
受
業
務
の
寡
占
状
態
と
銀
行
の
参
入
の
効
果
に
関
す
る
統
計
と
し
て

　
　
表
1
（
本
稿
二
四
五
頁
）
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
い
9
。
昌
o
q
①
＜
o
o
昼
聲
b
蜜
言
冨
ω
回
暮
①
N
N
・

（
1
1
）
　
H
鳥
．
暮
①
お
．

（
1
2
）
　
の
・
國
8
0
詳
払
鎖
胃
帥
8
審
9
卿
け
δ
塵

15巻3・4合・餅ニー号　　232

三
　
金
融
制
度
改
革
法
案
の
内
容

　
（
一
）
　
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
米
国
連
邦
第
一
〇
〇
議
会
が
終
幕
し
、
金
融
関
係
者
の
注
目
を
集
め
て
い
た
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の

分
離
規
制
改
正
論
議
は
、
次
年
度
以
降
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
議
会
の
当
該
会
期
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
論
議
の
特
徴

は
、
有
力
改
正
案
が
上
下
両
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。



米国金融制度改革論議の検討

　
上
院
に
お
い
て
は
、
銀
行
委
員
会
委
員
長
の
名
を
冠
し
た
一
九
八
八
年
プ
ロ
ク
シ
マ
イ
ヤ
ー
金
融
近
代
化
法
案
（
》
苫
過
言
貯
①
通
ぎ
碧
－

o
芭
旨
。
幽
霞
巳
文
書
。
口
幕
9
0
h
お
。
。
。
。
）
（
以
下
、
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
と
い
う
）
が
、
三
月
に
銀
行
委
員
会
を
一
八
対
二
で
、
さ
ら

に
本
会
議
を
九
四
対
二
と
い
う
大
差
で
可
決
し
た
。

　
同
法
案
の
主
目
的
は
、
銀
行
が
系
列
会
社
に
よ
っ
て
証
券
業
務
へ
参
入
す
る
道
を
開
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ

ィ
ー
ガ
ル
法
は
二
〇
条
に
お
い
て
、
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
（
以
下
、
加
盟
銀
行
と
い
う
）
と
証
券
会
社
と
の
系
列
関
係
を
規
制
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

三
二
条
に
お
い
て
、
証
券
会
栓
と
の
兼
任
関
係
を
規
制
し
て
い
る
。
こ
の
法
案
で
は
、
上
述
二
〇
条
及
び
三
二
条
を
廃
止
し
、
別
会
社
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

織
（
以
下
、
証
券
系
列
会
社
（
。
・
①
o
霞
窪
＄
㊤
由
冨
審
）
と
い
う
）
で
特
定
の
証
券
業
務
へ
の
参
入
を
銀
行
に
認
め
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
よ
う
な
証
券
系
列
会
社
に
は
、
　
（
a
）
社
債
及
び
投
資
会
社
証
券
の
引
受
、
分
売
及
び
自
己
売
買
業
務
、
　
（
b
）
証
券
委
託
売
買

業
務
、
証
券
の
私
募
斡
旋
業
務
、
投
資
顧
問
業
務
及
び
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
の
も
と
登
録
さ
れ
た
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
さ

ら
に
一
九
四
〇
年
投
資
顧
問
法
の
も
と
登
録
さ
れ
た
投
資
顧
問
に
認
め
ら
れ
た
そ
の
他
の
証
券
業
務
も
し
く
は
（
c
）
銀
行
持
株
会
社
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
（
5
）

四
条
の
も
と
で
銀
行
持
株
会
社
あ
る
い
は
そ
の
非
銀
行
子
会
社
に
認
め
ら
れ
た
他
の
非
銀
行
業
務
が
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
法
案
に
お
い
て
、
株
式
の
引
受
、
分
売
及
び
自
己
売
買
業
務
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
同
法
案
は
一
九
九
一
年
に
銀
行
に
認
め
る
か
否
か
の
判
断
を
議
会
が
行
う
こ
と
と
定
め
態
度
を
留
保
し
て

（
6
一

い
る
Q

　
な
お
、
こ
の
よ
う
に
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
は
、
銀
行
が
証
券
系
列
会
社
に
よ
る
証
券
業
務
へ
の
参
入
の
道
を
開
い
て
い
る
が
、
当
該

系
列
会
社
に
関
し
て
は
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
他
に
銀
行
持
株
会
社
法
の
規
制
が
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

同
法
四
条
a
項
一
号
は
、
原
則
と
し
て
銀
行
持
株
会
社
が
非
銀
行
業
務
を
営
む
会
社
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同

法
で
は
同
条
。
項
に
列
挙
さ
れ
た
場
合
に
は
非
銀
行
業
務
へ
の
参
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
改
正
法
案
で
は
こ
の
例
外
を
定
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め
る
。
項
に
一
五
号
を
追
加
し
、
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
系
列
会
社
の
所
有
と
い
う
形
で
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
と
の
系
列
関
係
を
認
め

　
　
　
　
　
（
7
）

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
一
方
下
院
に
お
い
て
も
、
金
融
制
度
改
革
の
た
め
の
法
案
が
審
議
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
八
八
年
七
月
に
、
下

院
銀
行
委
員
会
が
一
九
八
八
年
預
金
機
関
法
案
（
∪
Φ
b
＄
騨
。
曙
営
。
・
¢
貯
訟
o
p
ω
跨
9
0
臨
お
。
。
。
。
）
と
題
す
る
法
案
を
可
決
し
た
（
以
下
、

下
院
銀
行
委
員
会
法
案
と
い
う
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
が
同
法
案
を
九
月
に
修
正
可
決
し
た
（
以
下
、

下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
と
い
う
）
。

　
こ
れ
ら
下
院
法
案
に
お
い
て
も
、
証
券
系
列
会
社
を
通
じ
た
証
券
業
務
が
銀
行
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
法
案
で
は
グ
ラ
ス
ー
ス

テ
ィ
ー
ガ
ル
法
言
〇
条
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
述
の
よ
う
に
同
条
は
、
加
盟
銀
行
と
証
券
会
社
の
系
列
関
係
を
規
制
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
案
で
は
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
銀
行
持
株
会
社
法
に
規
定
す
る
証
券
系
列
会
社
（
「
特
定
証
券
子
会
社
」
（
ρ
轟
｝
憎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

智
画
。
・
Φ
o
q
鼠
寓
＄
ω
9
聖
君
頸
崎
）
と
い
わ
れ
て
い
る
）
に
限
り
、
加
盟
銀
行
が
系
列
会
社
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
こ

の
規
定
を
受
け
て
、
同
法
案
は
、
銀
行
持
株
会
社
法
の
改
正
を
行
い
、
銀
行
持
株
会
栓
が
所
有
で
き
る
非
銀
行
業
務
を
行
う
会
社
を
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
四
条
。
項
に
一
五
号
の
「
特
定
証
券
子
会
社
」
を
加
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
に
お
い
て
は
、
既
述
の
上
院
の
銀
行
委
員
会
法
案
で
肯
定
さ
れ
た
も
の
と
お
お
よ
そ
同
じ
範
囲
の
証
券
業
務
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

銀
行
証
券
系
列
会
社
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
上
院
法
案
と
下
院
法
案
と
で
株
式
の
引
受
業
務
を
め
ぐ
り
根
本
的
な
相
違
が
存
在

す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
院
法
案
に
お
い
て
は
、
銀
行
の
系
列
会
社
に
株
式
の
引
受
業
務
を
認
め
る
か
否
か
の

判
断
を
一
九
九
一
年
に
ま
で
保
留
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
下
院
法
案
で
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
明
文
で
禁
止
す
る
旨
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
引
受
業
務
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
下
院
法
案
の
間
で
も
相
違
が
あ
り
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業

委
員
会
法
案
で
は
、
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
で
認
め
ら
れ
て
い
た
社
債
の
引
受
業
務
を
禁
止
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
、
業
務
範
囲
が
一
層
限

15巻3・4合併号　234
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（
1
1
）

定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
三
）
　
こ
の
よ
う
に
、
上
下
両
院
の
法
案
に
お
い
て
は
、
銀
行
が
銀
行
持
株
会
社
内
の
系
列
会
社
に
よ
り
、
証
券
業
務
へ
の
参
入
を
行

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
証
券
系
列
会
社
は
、
証
券
取
引
委
員
会
（
ω
Φ
o
舞
筐
①
。
・
き
伽
国
書
冨
昌
α
q
Φ
O
o
目
巨
。
・
。
。
δ
口
）
に
登

録
さ
れ
各
種
規
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
既
述
の
法
案
が
、
現
在
銀
行
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
定
証
券
業

務
に
つ
い
て
も
、
証
券
取
引
委
員
会
の
規
制
を
課
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
米
国
で
は
、
証
券
業
務
を
営
む
者
は
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
の
も
と
、
　
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
あ
る
い
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
し
て

証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
、
各
種
規
制
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
、
「
デ
ィ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ラ
ー
」
の
定
義
か
ら
は
銀
行
は
除
外
さ
れ
、
証
券
取
引
委
員
会
の
規
制
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
銀
行
が
証
券
業
務
へ

の
参
入
を
行
っ
た
場
合
の
規
制
機
関
に
つ
い
て
訴
訟
で
争
わ
れ
た
例
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
は
近
年
証
券
委
託
売
買
へ
の
参
入

を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
動
き
に
対
し
て
、
証
券
取
引
委
員
会
は
、
一
九
八
五
年
に
規
則
三
b
I
九
を
制
定
し
、
一
九
三
四
年

証
券
取
引
所
法
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
た
銀
行
を
規
制
に
含
め
る
決
定
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、
規
則
三

b
一
九
ば
証
券
取
引
委
員
会
に
認
め
ら
れ
た
権
限
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
規
則
を
無
効
と
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
と
な
つ

（
1
3
）

た
。　

そ
の
た
め
、
銀
行
の
証
券
業
務
へ
の
規
制
は
、
議
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
上
下
両
院
法
案
に
お
い
て
は
、

（
a
）
銀
行
が
勧
誘
行
為
を
伴
わ
な
い
無
償
の
委
託
売
買
業
務
を
行
う
場
合
、
　
（
b
）
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
銀
行
引
受
手
形
等

の
適
格
証
券
に
つ
い
て
の
業
務
を
行
う
場
合
等
を
除
き
、
証
券
取
引
所
法
に
い
う
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の
定
義
に
含
め
る
こ
と
及
び
（
a
）

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
銀
行
引
受
手
形
等
の
適
格
証
券
の
売
買
業
務
を
行
う
場
合
、
　
（
b
）
信
託
業
務
の
一
貫
と
し
て
投
資
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
証
券
の
売
買
を
行
う
場
合
等
を
除
き
、
同
法
に
い
う
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
の
定
義
に
含
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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詰論

（
1
）
　
二
〇
条
は
、
加
盟
銀
行
が
、
　
「
株
式
、
担
保
付
社
債
、
無
担
保
社
債
、
ノ
…
ト
ま
た
は
そ
の
他
の
証
券
の
発
行
、
募
集
、
引
受
、
公
売
も
し
く

　
　
は
分
売
」
に
従
事
す
る
機
関
と
系
列
関
係
に
入
る
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
系
列
関
係
の
認
定
は
、
取
締
役
の
過
半
数
を
占
め
る
あ

　
　
る
い
は
過
半
数
の
選
任
権
限
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
1
1
川
口
恭
弘
「
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の

　
　
交
錯
－
米
国
1
9
3
3
年
銀
行
法
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
一
」
（
上
）
イ
ソ
ベ
ス
ト
メ
ン
上
ご
八
巻
二
号
一
八
頁
（
昭
和
六
〇
年
）
参
照
。
ま
た
、

　
　
三
二
条
は
、
二
〇
条
列
挙
業
務
に
従
事
す
る
機
関
の
役
員
、
取
締
役
等
が
加
盟
銀
行
に
勤
務
す
る
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
。

（
2
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
一
条
。

（
3
）
　
た
だ
し
、
満
期
が
一
年
以
上
で
あ
る
無
担
保
の
会
社
債
務
証
券
に
つ
い
て
の
業
務
を
行
う
た
め
に
は
、
系
列
の
銀
行
が
連
邦
銀
行
監
督
官
の
定

　
　
め
る
一
定
の
資
本
基
準
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

（
4
）
　
な
お
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
た
め
に
は
銀
行
持
株
会
社
法
四
条
に
定
め
る
申
請
手
続
き
を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

（
5
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
。

（
6
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
二
二
条
。

（
7
）
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
証
券
系
列
会
社
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
の
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
認
可
申
請
を
受

　
　
け
た
同
理
事
会
は
銀
行
持
株
会
社
法
四
条
。
項
八
号
に
定
め
る
判
断
基
準
に
よ
り
認
可
の
判
断
を
下
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
四
条
。
項
八

　
　
号
は
、
　
「
適
切
な
告
知
と
公
聴
会
の
後
に
、
こ
の
公
聴
会
に
記
録
を
も
と
に
、
銀
行
業
ま
た
は
銀
行
を
経
営
あ
る
い
は
支
配
す
る
業
務
に
正
当
に

　
　
付
随
す
る
も
の
と
同
じ
程
度
に
密
接
に
関
連
す
る
」
と
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
が
判
断
し
た
業
務
に
限
り
、
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
こ
と
を
認
め

　
　
て
い
る
。
こ
の
判
断
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
同
理
事
会
は
「
持
株
会
社
の
系
列
会
社
に
よ
る
行
為
が
、
資
産
の
不
当
な
集
中
、
競
争
の
減
退
あ
る

　
　
い
は
不
正
競
争
、
利
益
相
反
ま
た
は
不
健
全
な
銀
行
行
為
の
よ
う
な
生
じ
う
る
反
対
効
果
を
上
回
る
と
こ
ろ
の
便
益
の
増
大
、
競
争
の
増
加
、
ま

　
　
た
は
効
率
の
向
上
な
ど
の
公
衆
の
利
益
を
生
み
出
す
と
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
か
否
か
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
一
条
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
一
〇
一
条
。

（
9
）
　
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
（
a
）
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
（
a
）
。
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（
1
0
）
　
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
（
c
）
。
木
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
下
院
の
二
法
案
で
は
、
証
券
系
列
会
社
の
業
務
を
規
定
す
る
条
項
と
し

　
　
て
、
銀
行
持
株
会
社
法
を
改
正
し
、
四
条
の
後
に
新
た
に
改
正
五
条
を
加
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
（
c
）
（
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
五
条
（
a
）
（
2
）
号
（
A
）
（
i
）
）
。

（
1
2
）
　
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
三
条
a
項
四
号
及
び
五
号
。

（
1
3
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
口
恭
弘
「
銀
行
の
ブ
ロ
ー
カ
レ
ッ
ジ
業
務
参
入
問
題
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
四
巻
三
号
一
一
一
九
頁
以
下
（
昭
和
六
二

　
　
年
）
参
照
。

（
1
4
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
三
〇
一
条
、
三
〇
二
条
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
二
一
二
条
及
び
二
二
二
条
。

四
　
金
融
制
度
改
革
後
の
規
制

米国金融制度改革論議の検討

　
（
一
）
米
国
に
お
け
る
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
撤
廃
も
し
く
は
修
正
論
議
は
、
三
　
で
明
ら
か
に
し
た
連
邦
議
会
の
法
案
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
銀
行
の
系
列
会
社
に
証
券
業
務
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
銀
行
に
証
券
会

社
の
系
列
化
を
認
め
る
立
場
に
お
い
て
も
、
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
と
の
間
に
一
定
の
隔
壁
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
系
列
会
社
が
証
券
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
銀
行
業
務
に
悪
影
響
が
及
ぶ
危
険
性
あ
る
い

は
銀
行
の
存
在
が
系
列
会
社
の
証
券
業
務
に
悪
影
響
を
与
え
る
危
険
性
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
悪
影
響
を
排
除
す
る
た
め
の
方
策
が
検

討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
H
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
撤
廃
ま
た
は
修
正
を
行
う
に
際
し
て
は
、
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
と
の
閻
に

い
わ
ゆ
る
「
フ
ァ
イ
ヤ
ー
・
ウ
ォ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
隔
壁
を
築
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
上
下
両
院
法
案
で
提
案
さ

れ
て
い
る
規
制
を
中
心
に
、
こ
の
隔
壁
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
（
二
）
　
第
一
に
、
信
用
供
与
に
対
す
る
規
制
が
要
求
さ
れ
る
。
銀
行
が
証
券
会
社
と
系
列
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
弊
害
と
し
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両田

て
、
当
該
系
列
会
社
の
証
券
業
務
を
救
済
す
る
た
め
に
銀
行
が
不
正
な
信
用
供
与
を
行
う
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
弊
害
を
防

止
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
証
券
系
列
会
社
救
済
の
た
め
に
銀
行
が
直
接
に
当
該
会
社
に
信
用
供
与
を
行
う
危
険
性
が
あ
る
。
系
列
会
社
へ
の
信
用
供
与
に

つ
い
て
は
、
現
行
連
邦
準
備
法
二
三
A
及
び
B
条
の
規
制
が
存
在
し
、
信
用
供
与
枠
及
び
担
保
提
供
義
務
等
厳
格
な
規
制
の
も
と
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
信
用
供
与
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
分
離
規
定
撤
廃
ま
た
は
修
正
後
に
お
い
て
は
、
規
制
を
さ
ら
に
強
化
し
、
銀
行
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
る
系
列
会
祉
へ
の
信
用
供
与
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
証
券
系
列
会
社
に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ
た
証
券
の
分
売
を
促
進
す
る
た
め
に
、
銀
行
が
投
資
家
に
証
券
購
入
資
金
提
供
の
た
め

の
不
正
な
信
用
供
与
を
行
う
危
険
性
が
あ
る
。
当
該
信
用
供
与
に
よ
り
証
券
系
列
会
社
は
、
売
れ
残
り
証
券
の
保
有
と
い
う
引
受
リ
ス
ク

の
負
担
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
系
列
会
社
が
、
引
受
人
あ
る
い
は
引
受
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
参
加
し
た
証
券
に
関
し
て
は
、
分
売
が
な
さ
れ
て
一
定
期
間
は
、
銀
行
が
当
該
証
券
の
購
入
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
に
よ
り
、
弊
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
手
段
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
証
券
の
価
値
は
、
発
行
会
社
の
状
況
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
銀
行
は
証
券
系
列
会
社
の
関
与
し
た
証
券
の
発
行
会
社

に
対
し
て
、
当
該
証
券
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
不
正
に
信
用
供
与
を
行
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
証
券
の
元
利

支
払
い
を
行
う
た
め
の
資
金
の
供
給
と
し
て
、
銀
行
が
発
行
者
に
対
し
て
、
不
正
な
信
用
供
与
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
さ

　
　
（
4
）

れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
証
券
系
列
会
枇
の
た
め
の
信
用
供
与
で
は
な
い
も
の
の
、
証
券
系
列
会
社
救
済
手
段
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

当
該
会
社
が
売
れ
残
り
証
券
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
、
銀
行
が
自
己
の
信
託
部
門
で
こ
れ
ら
の
証
券
の
購
入
を
行
う
危
険
性
が
あ
る
。

こ
の
弊
害
に
関
し
て
は
、
証
券
系
列
会
社
が
引
受
を
行
っ
た
証
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
売
後
一
定
期
間
は
、
銀
行
が
信
託
勘
定
で
当
該
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米国金融制度改革論議の検討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

証
券
を
購
入
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
規
制
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
（
三
）
　
第
二
に
、
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
の
規
制
が
要
求
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
銀
行
は
預
金
者
等
の
顧
客
に
対
し
て
投
資
助
言
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
証
券
会
社
を
系
列
下
に
持
つ
場
合
、
公
正
な
投
資
助

言
が
確
保
で
き
な
い
危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
助
言
を
受
け
る
顧
客
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
、
証
券
系
列
会
社
が
引
受
、
分
売

あ
る
い
は
自
己
売
買
を
行
っ
て
い
る
証
券
に
つ
い
て
は
、
銀
行
は
こ
の
事
実
を
顧
客
に
開
示
し
た
上
で
助
言
を
行
う
か
、
そ
れ
以
外
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

合
に
は
、
当
該
証
券
の
価
値
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
こ
と
を
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
銀
行
は
日
常
の
銀
行
業
務
に
お
い
て
多
数
の
顧
客
と
取
引
関
係
に
あ
り
、
顧
客
に
つ
い
て
の
重
要
な
内
部
情
報
を
有
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
情
報
が
、
顧
客
の
意
思
に
反
し
て
、
証
券
系
列
会
社
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
逆
に

証
券
系
列
会
社
が
証
券
業
務
に
お
い
て
得
た
顧
客
の
情
報
が
、
不
当
に
銀
行
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
危
険
性
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
弊

害
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
顧
客
の
同
意
を
得
ず
に
、
顧
客
の
情
報
が
銀
行
か
ら
証
券
系
列
会
社
あ
る
い
は
証
券
系
列
会
社
か
ら
銀
行
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
伝
達
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
（
四
）
第
三
に
、
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
と
の
分
離
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
規
制
が
要
求
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
の
兼
任
関
係
の
規
制
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
規
制
方
法
に
つ
い
て
は
、
証
券
系
列
会
社
の
役
員
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

取
締
役
が
、
同
時
に
銀
行
の
役
員
ま
た
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
を
規
制
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
兼
任
関
係
規
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

従
業
員
に
ま
で
拡
大
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
顧
客
に
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
と
は
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
規
制
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
従
っ
て
、
証
券
系
列
会
社
は
、
同
社
は
系
列
銀
行
と
は
分
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
社
が
手
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

け
た
証
券
は
銀
行
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
一
定
の
書
面
に
よ
っ
て
開
示
す
る
こ
と
の
要
求
、
さ
ら
に
、
銀
行
と
証
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説
　ts．
ilkii

券
系
列
会
社
と
の
混
同
を
回
避
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

同
一
名
称
の
使
用
及
び
同
一
事
務
所
を
利
用
す
る
こ
と
の
禁
止
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
　
連
邦
準
備
法
二
三
A
及
び
B
条
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
一
川
口
恭
弘
「
銀
行
業
と
証
券
業
を
め
ぐ
る
利
益
相
反
問
題
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト

　
　
三
九
巻
六
号
二
三
頁
（
昭
和
六
一
年
）
及
び
川
口
恭
弘
「
米
国
銀
行
持
株
会
社
法
と
そ
の
規
制
回
避
の
論
理
ー
ノ
ン
・
パ
ン
ク
・
バ
ン
ク
問
題
を

　
　
中
心
と
し
て
一
」
証
券
経
済
一
五
三
号
一
六
五
頁
（
昭
和
六
三
年
）
参
照
。

（
2
）
　
銀
行
と
証
券
系
列
会
社
の
間
の
隔
壁
に
つ
い
て
は
、
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
で
は
一
〇
二
条
で
銀
行
持
株
会
社
法
一
五
条
、
下
院
銀
行
委
員
会

　
　
法
案
及
び
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
で
は
二
〇
一
条
、
二
〇
二
条
で
銀
行
持
株
会
社
法
九
条
、
一
〇
条
の
新
設
、
改
正
を
行
っ
て
い

　
　
る
。
本
文
で
述
べ
た
証
券
系
列
会
社
へ
の
信
用
供
与
規
制
は
、
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
（
F
）

　
　
今
－
）
、
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
及
び
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
a
）
（
1
）
1
（
3
）

　
　
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
法
案
で
は
、
銀
行
が
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
も
、
（
a
）
証
券
系
列
会
社
へ
の
信
用
供
与
、
（
b
）
系
列
会
社
の
資
産
の
購
入
、
（
c
）

　
　
証
券
系
列
会
社
の
た
め
の
信
用
状
の
発
行
、
保
証
を
行
う
こ
と
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
n
W
）
。
当
該
法
案
で
は
、
こ
こ
に
い
う
一
定
期
間
を
三
〇
日
間
と

　
　
し
て
は
ど
う
か
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
（
v
）
。
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会

　
　
社
法
改
正
九
条
（
F
×
5
）
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
9
）
。
こ
れ
ら
の
法
案
で

　
　
は
、
証
券
の
元
利
支
払
い
と
満
期
及
び
利
率
等
の
条
件
が
同
じ
信
用
供
与
が
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
信
用
供
与
に
は
規
制
が
課
せ
ら
れ
て
い
な

　
　
い
。

（
5
）
　
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
a
）
（
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

（
6
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
（
畷
）
。
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
二
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
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社
法
改
正
一
〇
条
（
b
）
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
二
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
〇
条
（
a
）
。

（
7
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
（
．
撒
）
、
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
一
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会

　
　
社
法
改
正
九
条
（
e
）
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
d
）
。
な
お
、
顧
客
の
同
意
が
あ
れ
ば
情

　
　
報
の
伝
達
が
許
容
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
例
え
ば
、
銀
行
の
顧
客
が
当
該
銀
行
の
系
列
会
社
の
引
受
に
よ
っ
て
証
券
の
発
行
を
行
お
う
と
す
る
場

　
　
合
に
、
財
務
情
報
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
等
の
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
の
・
國
①
－

　
　
噂
。
詳
ω
ω
．

（
8
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
（
．
W
）
、
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会

　
　
社
法
改
正
九
条
（
h
）
。

（
9
）
　
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
9
）
。

（
1
0
）
　
上
院
銀
行
委
員
会
法
案
一
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
一
五
条
F
（
頑
）
、
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
二
〇
二
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会

　
　
社
法
改
正
一
〇
条
（
a
）
。

（
1
1
）
　
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
二
〇
一
条
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
法
改
正
九
条
（
f
）
、
下
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
商
業
委
員
会
法
案
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社

　
　
法
改
正
九
条
（
e
）
。

五
　
お
わ
り
に

　
米
国
に
お
け
る
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
規
定
改
正
論
議
で
は
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
全
面
的
撤
廃
と
い
う
手
段
で
は

な
く
、
銀
行
に
系
列
会
社
に
よ
る
証
券
業
務
を
認
め
る
と
い
う
手
段
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
三
　
で
検
討
し
た
上
下
両
院

の
改
正
法
案
に
お
い
て
も
、
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
が
定
め
る
銀
行
と
証
券
会
社
の
系
列
関
係
規
制
を
撤
廃
ま
た
は
緩
和
し
、
銀
行

持
株
会
社
に
よ
る
証
券
系
列
会
社
の
所
有
と
い
う
形
で
、
銀
行
の
証
券
業
務
参
入
を
認
め
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
銀
行
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が
直
接
に
証
券
業
務
へ
の
参
入
を
行
う
の
で
は
な
く
、
系
列
会
社
に
よ
る
参
入
が
提
案
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
　
（
批
）
証
券
業
務

の
リ
ス
ク
が
直
接
銀
行
に
及
ぶ
危
険
性
を
排
除
す
る
こ
と
及
び
（
b
）
非
銀
行
系
の
証
券
会
社
と
の
、
競
争
上
の
イ
コ
ー
ル
・
フ
ィ
テ
ィ

ン
グ
を
確
立
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
銀
行
か
ら
物
理
的
に
証
券
業
務
を
分
離
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
証
券
業
務
が

銀
行
業
務
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
、
も
し
く
は
銀
行
業
務
が
証
券
業
務
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
銀
行
と

証
券
系
列
会
社
と
の
問
に
一
定
の
隔
壁
を
設
け
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
、
本
稿
四
　
で
紹
介
し
た
信
用
供
与
規
制
等
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
・
ウ

ォ
ー
ル
の
構
築
が
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
年
、
銀
行
は
、
現
行
法
の
も
と
で
、
証
券
委
託
売
買
業
務
、
も
し
く
は
一
定
の
制
限
の
も
と
で
の
証
券
引
受
業
務
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

参
入
が
銀
行
監
督
機
関
に
よ
り
認
可
さ
れ
、
こ
の
認
可
が
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
議
会
関
係

者
か
ら
は
、
　
「
金
融
界
の
将
来
構
造
が
規
制
機
関
及
び
裁
判
所
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
と
の
見
解
が

述
べ
ら
れ
、
こ
の
銀
行
監
督
官
の
認
可
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
決
が
、
議
会
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
論
議
を
活
発
化
さ
せ
る
要
因
と

　
　
　
（
2
）

な
っ
て
い
る
Q

　
一
方
、
こ
の
よ
う
に
銀
行
の
証
券
業
務
の
範
囲
が
、
銀
行
監
督
官
及
び
裁
判
所
に
よ
り
拡
大
さ
れ
る
傾
向
は
、
議
会
で
の
分
離
規
制
論

議
に
お
い
て
銀
行
業
界
の
立
場
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
銀
行
業
界
は
、
現
在
の
銀
行
業
務
と
証
券

業
務
の
分
離
規
制
の
撤
廃
ま
た
は
緩
和
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
新
立
法
が
制
定
さ
れ
る
場
合
に
、
証
券
業
務
の
制
限
あ
る
い
は
そ
の
他

の
規
制
強
化
の
内
容
が
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
現
行
法
の
解
釈
に
よ
り
、
な
し
崩
し
的
に
証
券
業
務
へ
の
参
入
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
る
道
を
選
択
す
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
分
離
規
制
の
撤
廃
及
び
修
正
論
議
は
、
銀

行
が
今
後
企
図
す
る
現
行
法
の
も
と
で
の
証
券
業
務
参
入
と
、
そ
れ
へ
の
銀
行
監
督
官
及
び
裁
判
所
の
対
応
に
、
大
き
く
影
響
を
受
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。
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米国金融制度改革論議の検討

（
1
）
　
銀
行
に
よ
る
証
券
委
託
売
買
業
務
参
入
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
1
1
川
口
恭
弘
「
銀
行
業
務
と
証
券
業
務
の
交
錯
－
米
国
1
9
3
3
年
銀
行
法

　
　
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
－
」
（
下
）
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
三
八
巻
四
号
三
三
頁
以
下
（
昭
和
六
〇
年
）
及
び
川
口
恭
弘
「
銀
行
の
証
券
ブ
ロ
ー
カ

　
　
レ
ッ
ジ
業
務
参
入
問
題
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
四
巻
三
号
（
昭
和
六
二
年
）
参
照
。

　
　
　
ま
た
、
証
券
の
引
受
業
務
に
関
す
る
事
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
グ
ラ
ス
簑
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
は
、
二
〇
条
に
お
い
て
、
証
券
の
引
受

　
　
業
務
等
に
従
事
す
る
機
関
と
加
盟
銀
行
が
系
列
関
係
に
入
る
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
全
面
的
な
禁
止
規
制
が
な
さ
れ
て

　
　
い
る
の
で
は
な
く
、
加
盟
銀
行
は
、
証
券
業
務
に
「
主
と
し
て
」
（
躊
ぎ
。
言
9
一
貯
）
従
事
し
て
い
る
機
関
と
の
系
列
関
係
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
一
九
八
五
年
三
月
に
、
シ
テ
ィ
コ
ー
プ
（
9
賦
8
愚
）
、
同
年
一
〇
月
に
、
」
・
P
・
モ
ル
ガ
ソ
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
9
や
寓
。
茜
き

　
　
禽
O
o
鑓
冨
5
団
）
お
よ
び
一
九
八
六
年
二
月
に
パ
ソ
カ
ー
ズ
・
ト
ラ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
U
U
窪
溶
冨
円
琵
。
・
け
箔
①
慈

　
　
磯
。
鱒
O
o
唇
。
轟
嵩
8
）
の
銀
行
持
株
会
社
三
社
は
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
非
銀
行
子
会
社
が
一
般
財
源
債
、
モ
ー

　
　
ゲ
ヅ
ジ
証
券
お
よ
び
C
P
等
の
特
定
証
券
の
引
受
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
申
請
し
た
。

　
　
　
こ
れ
ら
持
株
会
社
三
社
は
、
銀
行
を
系
列
下
に
有
す
る
た
め
に
、
証
券
業
務
を
行
う
子
会
社
が
傘
下
に
入
る
た
め
に
は
、
前
述
の
銀
行
と
証
券

　
　
会
社
の
系
列
関
係
を
規
制
す
る
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
二
〇
条
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
。
持
株
会
社
側
は
、
　
当
該
認
可
申
請
に
あ
た
っ

　
　
て
、
自
己
の
子
会
社
が
証
券
業
務
に
「
主
と
し
て
」
従
事
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
業
務
範
囲
に
一
定
の
制
限
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ

　
　
ゆ
え
に
、
こ
の
業
務
範
囲
の
制
限
に
よ
り
、
子
会
社
は
証
券
業
務
に
「
主
と
し
て
」
従
事
す
る
機
関
と
は
な
ら
ず
、
銀
行
と
の
系
列
化
は
グ
ラ
ス

　
　
艮
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
に
違
反
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
一
九
八
七
年
四
月
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
、
こ
れ
ら
の
認
可
の
申
請
を
認
め
る
決
定
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
銀

　
　
行
持
株
会
社
側
の
主
張
を
全
面
的
に
肯
定
し
た
の
で
は
な
く
、
業
務
範
囲
を
さ
ら
に
限
定
す
る
こ
と
を
条
件
に
認
可
を
行
っ
た
点
に
留
意
す
る
必

　
　
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
、
グ
ラ
ス
持
ス
テ
イ
…
ガ
ル
法
二
〇
条
に
い
う
「
主
と
し
て
」
の
意
義
を
「
相
当
程
度
」

　
　
（
。
。
暮
。
・
＄
5
訟
巴
）
の
も
の
と
解
釈
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
相
当
程
度
」
と
は
、
（
1
）
子
会
社
の
証
券
業
務
で
の
収
益
が
全
収
益
の
五
％
か
ら
一
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説論

　
　
O
％
を
超
え
な
い
こ
と
及
び
（
2
）
子
会
社
が
引
受
け
た
証
券
が
か
か
る
引
受
証
券
の
市
場
シ
ェ
ア
ー
の
五
％
か
ら
一
〇
％
を
超
え
な
い
こ
と
を

　
　
意
味
す
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
前
者
を
「
総
収
益
基
準
」
（
舳
四
弓
O
ω
ω
　
胃
の
く
Φ
昌
d
F
①
　
け
Φ
ω
け
）
、
後
者
を
「
市
場
シ
ェ
ア
ー
基
準
）
（
欝
騨
蒔
雲
。
。
げ
舘
①

　
　
8
馨
）
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
、
今
回
の
認
可
申
請
で
は
、
上
述
の
定
義
（
1
）
お
よ
び
（
2
）
に
あ
る
五
％
と
い
う

　
　
最
低
基
準
を
採
用
し
、
こ
の
額
以
下
で
業
務
を
行
う
こ
と
を
条
件
に
認
可
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
結
局
以
下
の
よ
う
に
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
の
認
可
を
一
部
を
除
い
て
認
め
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　
　
　
前
述
の
よ
う
に
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
の
認
可
で
は
（
1
）
総
収
益
基
準
と
（
2
）
市
場
シ
ェ
ア
i
基
準
を
課
す
る
こ
と
を
認
可
の
条
件
と
し

　
　
て
い
た
。
　
（
一
）
の
総
収
益
の
制
限
に
つ
い
て
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
は
、
子
会
社
収
益
の
五
％
を
上
限
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ

　
　
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
は
無
条
件
で
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
（
2
）
の
市
易
シ
ェ
ア
ー
の
制
限
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
グ
ラ
ス
賎
ス
テ
ィ
ー

　
　
ガ
ル
法
の
立
法
過
程
で
、
市
場
シ
ェ
ア
ー
が
討
議
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
及
び
こ
れ
は
銀
行
に
対
す
る
証
券
業
務
の
リ
ス
ク
負
担
の
防
止
と
い

　
　
う
グ
ラ
ス
ー
ー
ス
テ
ィ
…
ガ
ル
法
の
趣
旨
と
い
う
よ
り
も
、
競
争
の
促
進
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
銀
行
持
株
会
社
か
ら
の
主
張
を
認

　
　
め
、
グ
ラ
ス
糾
ス
テ
ィ
ー
ガ
ル
法
の
用
語
の
解
釈
に
お
い
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
の
主
張
を
退
け
る
判

　
　
決
を
下
し
て
い
る
。
ω
①
o
・
厨
q
器
・
b
器
、
腎
く
」
切
。
自
門
。
隔
O
o
〈
①
旨
霞
の
．
国
国
U
二
b
d
b
畏
2
Q
い
齢
切
目
．
（
O
O
国
）
幽
。
。
さ
N
鷲
（
お
。
。
。
。
）
・
な
お
、

　
　
一
九
八
八
年
六
月
最
高
裁
判
所
は
上
訴
の
申
し
立
て
を
却
下
し
て
い
る
。

（
2
）
　
下
院
銀
行
委
員
会
の
F
・
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
メ
イ
ン
（
円
0
0
¢
O
霞
ヨ
巴
づ
）
委
員
長
の
発
言
。
諺
箪
b
⇔
掛
冒
爵
蓮
華
5
①
一
9
お
。
。
。
。
・

（
3
）
　
既
述
の
下
院
銀
行
委
員
会
法
案
に
対
し
て
は
、
証
券
業
協
会
（
o
Q
Φ
o
口
匡
含
霧
謬
画
鐸
斡
蔓
跨
の
。
・
o
o
善
導
0
5
）
だ
け
で
な
く
、
米
国
銀
行
協
会

　
　
（
臣
口
ρ
①
同
齢
O
帥
】
P
　
高
階
昌
貯
⑩
塊
。
陰
　
諺
ω
ω
O
O
一
霞
け
帥
O
詳
）
ま
で
も
反
対
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
》
寓
・
b
ウ
b
客
囚
男
q
巳
剰
認
ゆ
お
。
。
。
。
参
照
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
チ
ェ
イ
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
O
げ
9
。
ω
①
鑓
碧
げ
導
富
昌
O
o
唇
。
同
義
δ
昌
）
二
五
社
の
銀
行
持
株
会
社
は
さ
ら

　
　
に
広
い
範
囲
の
証
券
の
引
受
を
認
め
る
よ
う
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
に
申
請
を
行
っ
て
い
た
が
、
　
一
九
八
九
年
一
月
、
同
理
事
会
は
全
収
益
の

　
　
五
％
を
上
限
と
し
て
、
社
債
の
引
受
を
認
め
る
決
定
を
下
し
て
い
る
。
》
察
ご
⇔
b
オ
国
国
切
臼
き
二
P
お
。
。
O
・
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表1　一般財源債（G．0，）と特別財源債（Rev．）の引受シェアー（1980年一1983年）

上
上
．
上
上
上

位　4

位　8

位10

位16

位20

社
惣
社
社
社

発行件数
全発行量　（百万ドル）

1980
G．　O．

150／0

26

3
1

43

50

　2，938

＄　13，805

Rev．

230／0

39

43

53

57

　2，630

＄　33，915

1981
G．　O．

140／0

24

29

42

49

Rev．

270／0

45

50

59

64

　2，22g

＄　12，396

　2，459

＄　34，520

1982 1983
G．　O． Rev． G．　O．

140／0

24

29

42

50

　3，132

＄　2e，739

270／0

44

50

60

65

　3，133

＄　55，281

180／0

27

32

42

49

　3，018

＄　21，468

Rev．

270／0

43

49

60

64

　3，528

＄　63，626

〔出典〕J．P。　Morgan＆Co．，　Rethinking　Glass－Steagall　35；原典Public　Securities　Association，　Statistユca夏Yearbook

　　　of　Municipa｝　Finance：　The　New　lssue　Market　（1980－1983　ed．）
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